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医療DX推進本部の創設

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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パート１
医療DX推進本部と
医療DX令和ビジョン

2030



医療DX推進本部（仮称）の設置

• 医療のＤＸ推進本部
• 全国医療情報プラットフォー
ムの創設

• 電子カルテ情報の標準化等
• 診療報酬改定に関するＤＸ
• 医療情報の利活用について法
制上の措置等を講ずる。

• 政府に総理を本部長とし関
係閣僚により構成される
「医療ＤＸ推進本部（仮
称）」を設置する

• 「新しい資本主義のグランドデザ
イン及び実行計画～人・技術・ス
タートアップへの投資の実現」
（2022年６月７日）

• 「骨太の方針2022」の閣
議決定後、会見する山際
大志郎・内閣府特命担当
大臣（経済財政政策）

山際大志郎・内閣府特命担当大臣







医療DX推進本部の創設

•医療DX推進本部（仮称）
• 本部長は総理

• 事務局を内閣官房に設置

• 厚労省事務次官、医務技監

• 幹事役を厚労省医薬産業振興・医療情報審議官が務
める、これを当該審議官で支える組織体制をはかる

城克文 (じょうかつふみ)元経済課長
厚労省医薬産業振興・医療情報審議官

経済課は
医薬産業振興・
医療情報企画課
と名称変更





医療DX令和ビジョン2030

政務調査会のプロジェクトチーム





パート２
全国医療情報プラット

フォーム





オンライン資格確認制度
全国で医療情報を確認できる仕組み



10月20日
運用開始

2021年



本人の閲覧同意が
あれば、

全国で医療情報を
確認できる仕組み
まだ医療機関の利
用は2割程度









健康・医療・介護情報利活用検討会
（森田朗座長）2020年3月9日









2022年夏ごろ

2023年1月





電子処方せん情報も
加わる



電子処方せん管理サービスは支払基金、
国保中央会のサーバを使用する

健康・医療・介護情報の利活用に関する検討会資料（2020年11月9日）



電子カルテ情報も加わる





電子カルテの普及







ア セン  ア資料より



電子カルテの普及

•医療DX令和ビジョンでは2026年までに
80％、2030年までに100％を目指すことと
している。

•そして標準化された電子カルテの普及には
一般診療所や非DPC病院向に低廉で安全な
HL7FHIRに準拠したクラウド電子カルテの
開発と普及が必要だと述べている。

•このためには補助金などの施策が必要とし
ている。



パート３
全国版EHRの構築へ向けて

全国医療情報プラットフォームとは

EHR（Electronic Health Record）のこと



全国医療情報プラット
フォームとはEHRのこと

EHR（Electronic Health 
Records)とは・・・

健康情報や電子カルテ等の情報を集め、一定の
形式で要約し、継続的に蓄積し、全国的な規模
の情報ネットワークを通じて活用できるように

した情報プラットフォームのこと



全国EHRに乗り遅れた日本

• すでに先進諸国では2000年ころから健康情報や電子カルテ等の情報を
集め、一定の形式で要約し、継続的に蓄積し、全国的な規模の情報ネッ
トワークを通じて活用できるようにした健康医療情報基盤（EHR：
Electronic Health Record）が構築され、活用が進んでいる。

•活用方法として健康医療情報の一次利活用、2次利活用に分けられる

•１次利活用として救急受診時の患者情報閲覧や、医療機関間の情報連携
への活用など医療の効率化、また重複検査や重複処方、薬剤相互作用の
防止などの医療安全への貢献があげられる。

•２次利活用としては、医療のアウトカムやコスト分析を行い、医療の質
の評価などの医療機関の第三者評価への応用や、アウトカム情報からの
診療成果への支払い払い方式（Pay for Performance:P4P）への応用、コ
スト分析による政策立案など多岐にわたっている。

• EHRのためには情報交換規格の標準化が必要

•それがHL７



全国EHR構築の要件

①情報交換規格の標準化 HL7

②交換する情報の標準化



①情報交換規格の標準化

HL7











我が国では地域医療情報
連携システムがSSーMIX

で先行した









第１世代 第２世代

第３世代

2020年
全国234カ所



しかし、地域医療情報ネットワー
クは補助金の墓場となった・・・

• ICTを利用した全国地域医療連携の概況
（日医総研2017年度）
• 全国348カ所を対象に、2018年1月に調査

• 270カ所から回答（回答率77.6％）
• 2012年度154カ所から今回、継続が確認されたのは91カ
所（60％）、63カ所が消失した。

• 2012年度のシステム構築費の平均は1.24億円、「粗い計
算だが、63カ所の構築費合計78.5億円の地域医療連携シ
ステムが消えたということになる」（日総研関係者）

• 将来のシステム更新については59％が「未定」と回答、
「費用を工面するのに苦慮している様子がうかがえる」
（日医総研関係者）





地域医療IT化の実際と問題点

• 2000年の経済産業省
の「先進的情報技術
活用型医療機関等
ネットワー 化推進
事業（電子カルテの
共有モデル事業）」
では全国26カ所に総
予算56億円を投入し
たが、すでにその多
くは休止している
（2006年8月、読売新
聞） 長崎大学医学部・

歯学部付属病院医療情報部
松本武浩氏



失敗の原因

• ①地域医療現場での診療
ニーズが反映されていない
• 中核病院中心の企画で、開
業医の視点が反映されてい
ない

• ②1地域１電子カルテを前
提とし、診療所側からも診
療情報を提供する双方向通
信にこだわるあまり、診療
所側の負担となった。

• ③参加コスト並びに運営コ
ストが高い

6月23日、ラジオNIKKEI

ドクターサロンで松本先生と対談



あじさいネット



あじさいネットで留意した点

•ニーズ調査
• 医師会側から閲覧希望があったのは、検査結果、画
像所見、医薬品

• 双方向通信は必要なく閲覧のみ希望

•インターネットVPNで経費を抑えた
• 診療所側で初期費用は暗号化装置6.6万円、ウイル
ス対策費3000円、月額使用料2000円

•在宅医療で、多職種連携ネットワー を実現



全国版EHRと地域医療情報
ネットワークのと関係は？

全国版HERと地域医療情報ネットワー は

当面共存する予定



全国医療情報プラットフォーム 地域医療情報ネットワーク

運営主体 全国をカバーするオンライン資
格確認制度（支払基金、国保
連）

各地域医療情報ネットワー の218
か所の運営主体

費用 未定 補助金、医療機関の会費

情報共有の仕
組み

HL7FHIR SS-MIX

情報共有内容 レセプト・特定健診情報
電子処方箋情報、電子カルテの3
文書6情報

電子カルテ情報、処方情報、検査情
報、画像情報など



②交換する情報の
標準化

















パート４
診療報酬改定DX





診療報酬改定DX

•医療機関では2年に一度の診療報酬改定に対応のため、そのシステム更
新に、多大の費用とシステムエンジニア（ＳＥ）の人員の動員を行って
いる。

•改定年の3月に内容が確定し、4月から現場での運用を始めるには、改定
内容をＳＥが読み込み、レセプトコンピューターに報酬計算ソフトとし
て落とし込む作業を急ピッチで行う必要がある。

•診療報酬の項目は数万点にも及び、入院と外来の違いや、病棟種別の違
い、さらには加算との組み合わせできわめて煩雑で膨大なシステム改修
に追われることになる。



診療報酬改定DX

• 今回の医療DX提言では、厚労省が通知文書ではなく、
デジタル化された共通算定モジュールを作り、それを
オープンソースとして公開することを提言している。

• 共通算定モジュールは、厚労省、審査支払基金、ベン
ダーが協力してデジタル庁のサポートも得て作成する
としている。こうしたモジュールが公開されれば、医
療機関は診療報酬改定にあたっては当該モジュールの
導入だけで作業がすみ、個々のベンダーの負担は大き
く軽減されるだろう。

• さらに共通算定モジュール化により、文書による複雑
かつ曖昧さを残す診療報酬のアルゴリズムを疑義解釈
を要することのないシンプルなものに変えることがで
き、診療報酬体系の簡素化にも貢献できるだろう。



まとめと提言

・「医療DX推進本部」で医療DXの
推進が期待される

・全国版HERにはHL7FHIRと
情報標準化がカギ
・電子カルテ普及もカギ



•武藤正樹著

•なぜ、コロナでかかり
つけ医が ローズアッ
プされたのか？

•なぜ、いまかかりつけ
医制度が必要なのか

•発売日：2022/09/22

•出版社：ぱる出版

• ISBN：978-4-8272-1360-
7

こコロナで変わる
「かかりつけ医」制度

https://honto.jp/netstore/search/pb_9000039177.html


ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp

